
令 和 ４年 度  有 害 大 気 汚 染 物 質 調 査 結 果  

 

 近 年 、多 種 の 物 質 が 環 境 大 気 中 か ら 検 出 さ れ て お り 、そ の な か に は 継 続 的 に 摂

取 す る と 人 の 健 康 を 損 な う お そ れ の あ る 物 質 が 含 ま れ て い ま す 。  

 環 境 へ の 汚 染 被 害 が 懸 念 さ れ る こ れ ら 有 害 大 気 汚 染 物 質 に つ い て 、江 戸 川 区 に

お け る 環 境 濃 度 の 現 状 を 調 査 し 、大 気 汚 染 防 止 法 に 係 る 環 境 基 準 の 適 合 状 況 を 把

握 す る と と も に 、 対 策 の た め の 基 礎 資 料 と し ま す 。  

 

１  調 査 期 間  

令 和 ４ 年  ５ 月 １ ０ 日 （ 火 ） ～ １ １ 日 （ 水 ）  

令 和 ４ 年  ８ 月  ２ 日 （ 火 ） ～  ３ 日 （ 水 ）  

令 和 ４ 年 １ １ 月  ８ 日 （ 火 ） ～  ９ 日 （ 水 ）  

令 和 ５ 年  ２ 月  １ 日 （ 水 ） ～  ２ 日 （ 木 ）  

 

 ２  調 査 項 目  

揮 発 性 有 機 化 合 物  １ ０ 項 目  

ア ル デ ヒ ド 類  １ 項 目  

重 金 属  ５ 項 目  

 

３  調 査 地 点  

・ 中 央 測 定 局 （ 一 般 局 ‥ 環 境 測 定 分 析 室 ）  

・ 上 一 色 測 定 局 （ 自 排 局 ‥ 上 一 色 中 学 校 ）  

 

４  有 害 大 気 汚 染 物 質 に つ い て  

大 気 汚 染 防 止 法 で は 、 有 害 大 気 汚 染 物 質 と は 「 継 続 的 に 摂 取 さ れ る 場 合 に

は 人 の 健 康 を 損 な う お そ れ が あ る 物 質 で 大 気 の 汚 染 の 原 因 と な る も の 」 と 定

義 さ れ て お り 、 248 物 質 が リ ス ト さ れ て い ま す 。 こ の う ち 、 人 体 へ の 影 響 が

高 い と 考 え ら れ る 22 物 質 を 優 先 取 組 物 質 と 定 め 、東 京 都 な ど の 都 道 府 県 に モ

ニ タ リ ン グ を 課 し て い ま す 。 ま た 、 人 体 へ の 被 害 を 防 止 す る た め に 早 急 な 対

策 が 必 要 な ３ 物 質 を 指 定 物 質 と 定 め て い ま す 。  

区 で は 環 境 省 の 定 め る モ ニ タ リ ン グ 指 針 に 従 い 、 優 先 取 組 物 質 の う ち 15

項 目 (指 定 物 質 ３ 項 目 を 含 む )と 水 銀 に つ い て 調 査 を 実 施 し ま し た 。  

な お 、 ダ イ オ キ シ ン 類 に つ い て は 別 に 調 査 を 実 施 し て い ま す 。  

 

５  結 果 の 概 要  

【 環 境 基 準 が 設 定 さ れ て い る 物 質 】  

ベ ン ゼ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン

に つ い て 、 環 境 基 準 が 設 定 さ れ て い ま す 。 環 境 基 準 は 本 来 月 １ 回 以 上 の 調 査

結 果 を 平 均 し て 適 用 し ま す が 、 年 ４ 回 の 平 均 値 で 評 価 を 行 っ た と こ ろ 、 い ず

れ も 環 境 基 準 値 を 満 た し て い ま し た 。  

な お 、 こ れ ら の 物 質 の 事 業 所 か ら の 排 出 量 は 減 少 傾 向 に あ り ま す 。  

 

【 指 針 値 が 設 定 さ れ て い る 物 質 】  

ア ク リ ロ ニ ト リ ル 、 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 、 ク ロ ロ ホ ル ム 、 1,2-ジ ク ロ ロ エ

タ ン 、 1,3-ブ タ ジ エ ン 、 塩 化 メ チ ル 、 ア セ ト ア ル デ ヒ ド 、 ニ ッ ケ ル 、 ヒ 素 、

マ ン ガ ン 、 水 銀 に つ い て は 指 針 値 が 設 定 さ れ て お り 、 い ず れ も 指 針 値 を 下 回

り ま し た 。  

 

ま た 、 東 京 都 が 測 定 し て い る 春 江 町 測 定 局 （ 一 般 局 ） と 比 較 し て も 、 同 程 度

の 濃 度 と な っ て い る 。  

（ 東 京 都 環 境 局 .2021 (令 和 3)年 度 有 害 大 気 汚 染 物 質 モ ニ タ リ ン グ 調 査 報 告 書 .

令 和 5 年 3 月 ）  

       



――　有害大気汚染物質測定結果　――

令和4年度第1回（5月）結果

令和4年5月10日～11日実施

単位：μｇ／㎥　但し重金属類はnｇ/㎥

一般局 自排局

基準値 適用 中央局 上一色局

ベンゼン 3 環境基準 0.014 0.004 0.32 0.38

トリクロロエチレン 130 環境基準 0.039 0.012 1.1 0.54

テトラクロロエチレン 200 環境基準 0.050 0.015 0.11 0.12

ジクロロメタン 150 環境基準 0.018 0.005 1.2 2.2

アクリロニトリル 2 指針値 0.0072 0.0022 <0.0022 <0.0022

塩化ビニルモノマー 10 指針値 0.013 0.004 <0.004 <0.004

クロロホルム 18 指針値 0.023 0.007 0.099 0.081

1,2－ジクロロエタン 1.6 指針値 0.009 0.0028 0.047 0.055

1,3－ブタジエン 2.5 指針値 0.0075 0.0023 0.024 0.066

塩化メチル 94 指針値 0.018 0.005 1.2 1.3

アルデヒド類 アセトアルデヒド 120 指針値 0.046 0.014 1.7 1.6

ニッケル 25 指針値 1.5 0.4 (0.8) <0.4

ヒ素 6 指針値 0.03 0.009 0.54 0.52

マンガン 140 指針値 0.34 0.10 14 16

クロム及びその化合物 0.8 EPA.Cr6+ 0.66 0.20 1.5 3.6

水銀 40 指針値 0.097 0.029 1.2 1.7

 ※注１ EPA.Cr6+：六価クロムのリスクレベル換算値であり、測定結果（全クロム濃度）とは直接比較できない。

 ※注２                    ： 環境基準又は参考基準に不適合

  ※注３ ：平均値の算出において、検出下限値未満は検出下限値の1/2を用いて計算

 ※注４ ：（　）付きの数値は、検出下限値以上かつ定量下限値未満であることを示す

重金属類

測　定　項　目
各種基準 検　出

下限値
定　量
下限値

揮発性有機化合物



――　有害大気汚染物質測定結果　――

令和4年度第2回（8月）結果

令和4年8月2日～3日実施

単位：μｇ／㎥　但し重金属類はnｇ/㎥

一般局 自排局

基準値 適用 中央局 上一色局

ベンゼン 3 環境基準 0.031 0.009 0.85 0.84

トリクロロエチレン 130 環境基準 0.035 0.010 0.52 0.48

テトラクロロエチレン 200 環境基準 0.0094 0.0028 0.12 0.11

ジクロロメタン 150 環境基準 0.017 0.005 1.3 1.3

アクリロニトリル 2 指針値 0.0140 0.004 0.054 0.054

塩化ビニルモノマー 10 指針値 0.029 0.009 0.068 0.062

クロロホルム 18 指針値 0.064 0.019 0.70 0.60

1,2－ジクロロエタン 1.6 指針値 0.033 0.01 0.055 0.052

1,3－ブタジエン 2.5 指針値 0.025 0.007 0.045 0.034

塩化メチル 94 指針値 0.031 0.009 1.7 1.5

アルデヒド類 アセトアルデヒド 120 指針値 0.039 0.012 3.6 3.4

ニッケル 25 指針値 1.8 0.5 <0.5 (1.4)

ヒ素 6 指針値 0.06 0.017 0.58 0.72

マンガン 140 指針値 0.7 0.20 19 32

クロム及びその化合物 0.8 EPA.Cr6+ 0.68 0.2 2.0 4.6

水銀 40 指針値 0.033 0.01 1.7 1.8

 ※注１ EPA.Cr6+：六価クロムのリスクレベル換算値であり、測定結果（全クロム濃度）とは直接比較できない。

 ※注２                    ： 環境基準又は参考基準に不適合

  ※注３ ：平均値の算出において、検出下限値未満は検出下限値の1/2を用いて計算

 ※注４ ：（　）付きの数値は、検出下限値以上かつ定量下限値未満であることを示す

重金属類

測　定　項　目
各種基準 定　量

下限値
検　出
下限値

揮発性有機化合物



――　有害大気汚染物質測定結果　――

令和4年度第3回(11月）結果

令和4年11月8日～9日実施

単位：μｇ／㎥　但し重金属類はnｇ/㎥

一般局 自排局

基準値 適用 中央局 上一色局

ベンゼン 3 環境基準 0.045 0.013 0.83 0.92

トリクロロエチレン 130 環境基準 0.040 0.012 1.4 1.3

テトラクロロエチレン 200 環境基準 0.028 0.008 0.32 0.23

ジクロロメタン 150 環境基準 0.027 0.008 2.1 2.2

アクリロニトリル 2 指針値 0.0046 0.0014 0.044 0.051

塩化ビニルモノマー 10 指針値 0.017 0.005 <0.005 <0.005

クロロホルム 18 指針値 0.037 0.011 0.14 0.14

1,2－ジクロロエタン 1.6 指針値 0.060 0.018 0.23 0.22

1,3－ブタジエン 2.5 指針値 0.011 0.003 0.065 0.063

塩化メチル 94 指針値 0.031 0.009 1.6 1.5

アルデヒド類 アセトアルデヒド 120 指針値 0.13 0.04 3.0 3.3

ニッケル 25 指針値 2.1 0.6 (1.2) (1.4)

ヒ素 6 指針値 0.082 0.025 0.91 0.94

マンガン 140 指針値 0.37 0.11 21 31

クロム及びその化合物 0.8 EPA.Cr6+ 0.73 0.22 2.7 3.8

水銀 40 指針値 0.11 0.03 1.8 2.2

 ※注１ EPA.Cr6+：六価クロムのリスクレベル換算値であり、測定結果（全クロム濃度）とは直接比較できない。

 ※注２                    ： 環境基準又は参考基準に不適合

  ※注３ ：平均値の算出において、検出下限値未満は検出下限値の1/2を用いて計算

 ※注４ ：（　）付きの数値は、検出下限値以上かつ定量下限値未満であることを示す

重金属類

測　定　項　目
各種基準 定　量

下限値
検　出
下限値

揮発性有機化合物



――　有害大気汚染物質測定結果　――

令和4年度第4回（2月）結果

令和5年2月1日～2日実施

単位：μｇ／㎥　但し重金属類はnｇ/㎥

一般局 自排局

基準値 適用 中央局 上一色局

ベンゼン 3 環境基準 0.020 0.006 0.73 0.76

トリクロロエチレン 130 環境基準 0.030 0.009 0.88 0.80

テトラクロロエチレン 200 環境基準 0.023 0.007 0.14 0.12

ジクロロメタン 150 環境基準 0.012 0.004 0.84 0.88

アクリロニトリル 2 指針値 0.016 0.005 0.021 0.023

塩化ビニルモノマー 10 指針値 0.0096 0.0029 (0.0071) <0.0029

クロロホルム 18 指針値 0.015 0.005 0.091 0.11

1,2－ジクロロエタン 1.6 指針値 0.020 0.006 0.083 0.088

1,3－ブタジエン 2.5 指針値 0.0047 0.0014 0.068 0.065

塩化メチル 94 指針値 0.0064 0.0019 1.2 1.2

アルデヒド類 アセトアルデヒド 120 指針値 0.084 0.025 2.7 2.2

ニッケル 25 指針値 0.14 0.04 0.44 0.61

ヒ素 6 指針値 0.11 0.03 0.12 0.16

マンガン 140 指針値 0.23 0.07 4.4 8.9

クロム及びその化合物 0.8 EPA.Cr6+ 0.14 0.04 0.90 1.6

水銀 40 指針値 0.040 0.012 1.5 1.4

 ※注１ EPA.Cr6+：六価クロムのリスクレベル換算値であり、測定結果（全クロム濃度）とは直接比較できない。

 ※注２                    ： 環境基準又は参考基準に不適合

  ※注３ ：平均値の算出において、検出下限値未満は検出下限値の1/2を用いて計算

 ※注４ ：（　）付きの数値は、検出下限値以上かつ定量下限値未満であることを示す

重金属類

測　定　項　目
各種基準 定　量

下限値
検　出
下限値

揮発性有機化合物



年　報
一般局(中央局)

基準・指針 ５月 ８月 １１月 ２月 平均

ベンゼン 3 0.32 0.85 0.83 0.73 0.68

トリクロロエチレン 130 1.1 0.52 1.4 0.88 0.98

テトラクロロエチレン 200 0.11 0.12 0.32 0.14 0.17

ジクロロメタン 150 1.2 1.3 2.1 0.84 1.4

アクリロニトリル 2 <0.0022 0.054 0.044 0.021 0.030

塩化ビニルモノマー 10 <0.004 0.068 <0.005 (0.0071) 0.020

クロロホルム 18 0.099 0.70 0.14 0.091 0.26

1,2－ジクロロエタン 1.6 0.047 0.055 0.23 0.083 0.10

1,3－ブタジエン 2.5 0.024 0.045 0.065 0.068 0.051

塩化メチル 94 1.2 1.7 1.6 1.2 1.4

アルデヒド類 アセトアルデヒド 120 1.7 3.6 3.0 2.7 2.8

ニッケル 25 (0.80) <0.5 (1.2) 0.44 0.67

ヒ素 6 0.54 0.58 0.91 0.12 0.54

マンガン 140 14 19 21 4.4 15

クロム及びその化合物 0.8※1 1.5 2.0 2.7 0.90 1.8

水銀 40 1.2 1.7 1.8 1.5 1.6

※注1　六価クロムのU.S.EPA発がん性10
-5
リスク濃度であり、測定結果（全クロム濃度）とは直接比較できない。

※注2　（　）付きの数値は、検出下限値以上かつ定量下限値未満であることを示す

※注3　平均値は、検出下限未満は検出下限値の1/2を用いて計算　　

重金属類

単位： μｇ/㎥　但し重金属類は nｇ/㎥

測　定　項　目
一般局

揮発性有機化合物



年　報
自排局(上一色局)

基準・指針 ５月 ８月 １１月 ２月 平均

ベンゼン 3 0.38 0.84 0.92 0.76 0.73

トリクロロエチレン 130 0.54 0.48 1.3 0.80 0.78

テトラクロロエチレン 200 0.12 0.11 0.23 0.12 0.15

ジクロロメタン 150 2.2 1.3 2.2 0.88 1.6

アクリロニトリル 2 <0.0022 0.054 0.051 0.023 0.032

塩化ビニルモノマー 10 <0.004 0.062 <0.005 <0.0029 0.017

クロロホルム 18 0.081 0.60 0.14 0.11 0.23

1,2－ジクロロエタン 1.6 0.055 0.052 0.22 0.088 0.10

1,3－ブタジエン 2.5 0.066 0.034 0.063 0.065 0.057

塩化メチル 94 1.3 1.5 1.5 1.2 1.4

アルデヒド類 アセトアルデヒド 120 1.6 3.4 3.3 2.2 2.6

ニッケル 25 <0.4 (1.4) (1.4) 0.61 0.90

ヒ素 6 0.52 0.72 0.94 0.16 0.59

マンガン 140 16 32 31 8.9 22

クロム及びその化合物 0.8※1 3.6 4.6 3.8 1.6 3.4

水銀 40 1.7 1.8 2.2 1.4 1.8

※注1　六価クロムのU.S.EPA発がん性10-5リスク濃度であり、測定結果（全クロム濃度）とは直接比較できない。

※注2　（　）付きの数値は、検出下限値以上かつ定量下限値未満であることを示す

※注3　平均値は、検出下限未満は検出下限値の1/2を用いて計算　　

単位： μｇ/㎥　但し重金属類は nｇ/㎥

測　定　項　目
自排局

重金属類

揮発性有機化合物



測定物質の分類・主な発生源・基準値

ベンゼン ガソリン含有成分 3
トリクロロエチレン 金属脱脂・洗浄 130

テトラクロロエチレン ドライクリーニング溶剤 200
ジクロロメタン 洗浄脱脂、スプレー噴射剤 150

アクリロニトリル アクリル繊維、合成樹脂原料 2.0
塩化ビニルモノマー 合成樹脂原料 10

クロロホルム 溶剤・抽出剤、フッ素樹脂原料 18
1,2－ジクロロエタン 塩化ビニルモノマー製造原料 1.6

1,3－ブタジェン 合成ゴム原料 2.5
酸化エチレン 滅菌ガス
塩化メチル 医薬品・農薬・発泡剤原料 94
トルエン 染料、香料等の合成原料

アセトアルデヒト 接着剤、焼き付け塗装 120
ホルムアルデヒト 接着剤、焼き付け塗装

多環芳香族炭化水素 ベンゾ（ａ）ピレン ディーゼル排ガス成分
ニッケル 家具・電池原料 25

ヒ素 防腐・防蟻剤、半導体原料 6
ベリリウム 銅との合金、原子力工業
マンガン 鋼への添加剤、電池原料 140

クロム及びその化合物 メッキ、顔料
水銀 理化学機器、水銀ランプ 40

カドミウム メッキ、合金、電池原料
鉛 蓄電池、鉛管、ハンダ

―

環境基準の定められている４物質の大気中濃度の推移（前年度比較）

主な用途・発生源
基準値

（指針値）測　定　項　目

アルデヒド類

分類

指定
物質

重金属類

粉じん

揮発性有機化合物

―

優
先
取
組
物
質

―

令和4年度 令和3年度

0

1

2

3

4

5

５月 ８月 １１月 ２月

ug/m3 ベンゼン（一般局）

0

5

10

15

５月 ８月 １１月 ２月

ug/m3トリクロロエチレン（一般局）

0

1

2

3

4

5

５月 ８月 １１月 ２月

ug/m3テトラクロロエチレン（一般局）

0

2

4

6

8

10

５月 ８月 １１月 ２月

ug/m3 ジクロロメタン（一般局）

0

1

2

3

4

5

５月 ８月 １１月 ２月

ug/m3 ベンゼン（自排局）

0

5

10

15

５月 ８月 １１月 ２月

ug/m3 トリクロロエチレン（自排局）

0

1

2

3

4

5

５月 ８月 １１月 ２月

ug/m3 テトラクロロエチレン（自排局）

0

2

4

6

8

10

５月 ８月 １１月 ２月

ug/m3 ジクロロメタン（自排局）


